
本無線機を使用する際には、必ず総務省の総合通信局に無線局の
登録申請をおこない、登録記録の通知を受けたあとに使用してく
ださい。無線局の登録申請をおこなわずに使用すると、不法無線
局となり、1 年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されることに
なりますのでご注意ください。

申請にあたっては、総務省の「電波利用電子申請」ウェブサイト
より、オンラインでの申請・閲覧が可能です。 
申請方法や申請費用、利用料などの詳細については、以下の総務
省ウェブサイトをご参照ください。

　・総務省 電波利用電子申請 
　　https://www.denpa.soumu.go.jp/

　・総務省 電波利用ポータル 
　　無線局の免許状等のデジタル化に関する情報 
　　https://www.tele.soumu.go.jp/j/proc/diglic/

また、弊社ホームページでも申請方法や概要をご案内しておりま
すので、あわせてご参照ください。 
https://www.kenwood.com/jp/com/license-free-high-power/
registration/

無線局登録申請書類の同梱終了に関するご案内

令和 7 年法律第 27 号（電波法及び放送法の一部を改正する法律）の施行により、 
令和 7 年 10 月 1 日より無線局の免許状および登録状はすべてデジタル化されました。
これに伴い、弊社製品への無線局登録申請に関する書類（申請書様式、記入例等）の
同梱を終了しております。オンラインでの申請手順は上記をご確認ください。
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無線局の登録申請についてのお知らせ


